
【秋田県】

事業内容

目的

特別な支援を必要とする子供への就学前から学齢期、社会参加までの切れ目ない支援体制整備

成果

１ 教育・福祉・医療・労働分野等の関係部局や関係
機関が連携した体制を整備し、支援する仕組みを整
備

２ 各発達段階を通じ、円滑な情報の共有、引継ぎが
なされるよう、就学前段階から就労段階にわたり、
各学校等で個別の支援情報に関する「個別の教育支
援計画」等を作成し、就学、進級、進学、就労の際
に記載された情報の取扱いについて十分配慮した上
で、その内容が適切に引き継がれる仕組みを整備

○成果
１ 関係行政機関等との連携による研修会や会議の開催により、関係機関との連携による
支援の有効性や切れ目ない支援体制の重要性について共通理解が進んだ。

２ 小・中学校において、合理的配慮の明記を含めた個別の教育支援計画の作成が進んだ。
個別の教育支援計画の作成率（令和3年度調査）
・通常の学級 97.0％（令和元年度調査：78.0％）
・通級指導教室 85.0％（令和元年度調査：79.8％）
・特別支援学級 98.0％（令和元年度調査：86.8％）

個別の教育支援計画への合理的配慮の明記（令和3年度調査）
・ 93.2％（令和2年度調査：88.1％）

○課題
１ 切れ目ない支援体制の整備に向けて、関係機関の連携が必要であることの理解は進ん
できているが、各学校（園）における取組は不十分である。引き続き具体的な連携方法
や好事例等を発信していく必要がある。

２ 個別の教育支援計画の作成率は上がっているが、関係機関との連携による支援や進学
時等の引継ぎにおける効果的な活用は不十分である。市町村教育委員会や県教育委員会
の他課との連携強化により、関係機関が協働して進めていくことが必要である。

「学校と放課後等デイサービス事業所の連携促進のためのガイド」より

○専門家・支援チーム（医療、福祉、教育）の設置
→小・中学校等を対象に、校（園）内支援体制と対象幼児児童生徒への学習、生活等に
ついての助言

○高等学校特別支援隊（医療、福祉、労働、教育）の設置
→高等学校を対象に、校内支援体制と対象生徒への学習、生活、就労等についての助言

○特別支援教育コーディネーター地区別連携協議会
→校種間・学校間の連携、計画的な引継ぎの推進。特別支援教育コーディネーターの資
質向上

○学校と放課後等デイサービス事業所等の連携促進に向けた研修会の開催
→子どもや保護者への切れ目ない支援に向けた教育と福祉の連携による支援の要点整理
→「学校と放課後等デイサービス事業所の連携促進のためのガイド」の作成


